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＜冬将軍が来る前に遮熱＆断熱遮熱＆断熱遮熱＆断熱遮熱＆断熱で快適生活！＞

リフォームするなら

消費税増税前の今がチャンス!!

プラマードＵプラマードＵプラマードＵプラマードＵ

窓は住まいの中で一番熱の出入りの大きい場所。

だから、窓の断熱対策が重要なのです！

【冬に流出する熱の割合】

ひろがるＷＦほっカラリ床シリーズひろがるＷＦほっカラリ床シリーズひろがるＷＦほっカラリ床シリーズひろがるＷＦほっカラリ床シリーズ
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エコノミー＆エコロジー

まるで魔法びんのような

二重断熱構造の浴槽。

だからオススメ！ＴＯＴＯのリモデルバスだからオススメ！ＴＯＴＯのリモデルバスだからオススメ！ＴＯＴＯのリモデルバスだからオススメ！ＴＯＴＯのリモデルバス だからオススメ！だからオススメ！だからオススメ！だからオススメ！ＹＫＫＡＰのエコ内窓ＹＫＫＡＰのエコ内窓ＹＫＫＡＰのエコ内窓ＹＫＫＡＰのエコ内窓

小さな修理小さな修理小さな修理小さな修理から

お住まい全般に関わるリフォームお住まい全般に関わるリフォームお住まい全般に関わるリフォームお住まい全般に関わるリフォームまで

お気軽にご相談ください。お気軽にご相談ください。お気軽にご相談ください。お気軽にご相談ください。

TEL 011TEL 011TEL 011TEL 011----221221221221----0128012801280128

◆リフォームローンＯＫ！

◆介護保険・札幌市補助金制度対応！

◆安心のＴＯＴＯグループ会社！

◆主な取扱メーカー：

ＴＯＴＯ・大建工業・ＹＫＫＡＰ

ノーリツ・ダイキン工業・クリナップ

◆YKKAPYKKAPYKKAPYKKAP MADOMADOMADOMADOショップショップショップショップ 札幌北札幌北札幌北札幌北１１１１条通店条通店条通店条通店

ＴＯＴＯ北海道販売株式会社
リフォーム部門 リモデル北斗

http://toto-hkd.com/

本社 札幌市中央区北1条東10-15-46

お問合わせお問合わせお問合わせお問合わせ

担当：田村・北田担当：田村・北田担当：田村・北田担当：田村・北田

冬の住まいから流出する

熱の約５０％は

窓などの「開口部」から！

二重断熱構造の浴槽。

ヒヤッとしない、

畳のように気持ちいい。

翌朝にはカラリと乾く床。
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　非営利活動法人全国マンション管理組合連合会山本育三会長名で提出された。

  私どもは、全国19地区のマンション管理組合団体、24万世帯で構成する団体で、27年前からマン

ションの維持管理、理事運営の向上に日夜活動しています。

  昨年１月に国交省が設置した「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」のあり方につい

て管理組合団体として疑問を感ずると質問状を平成25年10月３日提出した。

  マンション標準管理規約の改正を目途に、検討会、第三者管理方式、マンションとコミュニティー

形成、管理組合と暴力団体等のトラブルなどについて、９回にわたる論議を経て、１年２ヶ月以上

開かれず議事録もなぜか公開されず納得がいかない。なにがあったのか某報道によると３～４名の

一部委員（ＷＧワーキンググループ）が昨年８月から毎月２回の割で、計24回今年の８月までに非

公開の会合が開かれている事実が報じられている。 会合は、裏会議の疑念があり、一部委員によっ

て標準管理規約の改正が作成されたとしたら、管理組合及びマンション住民は、その改正案を信じ

られるか、これまで定着した標準管理規約自体の信頼性が損なわれかねず、いずれパブリックコメ

ントに付されるとしても、まともに意見等を出せる心境ではない。

  一部委員が提案されているマンション標準管理規約から、コミュニティ形成に関する条項を削除

すべきという発言は、マンション運営に現状を認識しないものとして、管理組合団体、管理に係わ

る人々に大きな反発と疑念を巻き起こしている。この件に関して、10月19日に日本マンション学会

が主催。全国マンション管理組合連合会・日本マンション管理士会・マンション管理業協会の３団

体が共催し、マンションのコミュニティーについてのシンポジウムが開かれ、各団体による共同提

言を予定している。

 質問は以下の内容

　１．検討会の再会予定はいつですか。また、中断した理由はなんですか。

　２．一部委員によるＷＧ（ワーキンググループ）の論点とはなんですか。

　３．ＷＧの会合の議事録を公開する予定はありますか。

　４．マンション管理組合等の信頼を失った今回の検討会は直ちに解散して、改正案作成を見送る

　　　か、改めて検討会を仕切直すべきと考えますが、いかがですか。

 10月18日の期日を指定して、太田昭宏国土交通大臣宛に求めたものです。

　昨年１月国交省が設置した

マンション新たな管理ルールに関する検討会」
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に質問状提出
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　ＮＰＯ法人全国マンション管理組合連合会（山本育三会長）は、加盟団体の会員・準会員加盟団体（北

海道から会員の瀬野尾連合会会長が出席）で開催された。            　

　全管連の役割など今後の活動方針をめぐり論議が交わされた。

活動報告では

　  2012年度では正会員13団体、準会員５団体。計18団体の会員組合数は2,435組合（22万9,331戸）。前年

　比66組合（7,881戸）減少し、2008年度から続く減少傾向に歯止めが掛からなかった。

 　 2013年度は会員の負担軽減策で会費を減額。東京の集合住宅管理組合センターは議決権のない準会員

　となり正会員12団体、準会員６団体構成となった。

 　 2013年度活動方針案では、マンション再生法の取り組みの活性化、未組織地域への働きかけ、役員等

　派遣実施団体による連絡会構成、情報交換などが指示された。会員団体から「全管連の未来が見えてこ

　ない」「事業の成果がない。交流会組織でもよいのでは」「マンション管理士等を派遣する事業に力を

　入れるべき」などの発言が出された。

  　谷垣千秋副会長は、全管連結成以来（1986年）の成果や活動方針に触れ「管理の主体は管理組合。専門

　家が代わりにやってあげる代行型支援ではなく、共に考え寄り添い支えていく自立型支援が必要。支援

　はこの基本原則と矛盾すべきでない」と強調した。

  　議論の末、活動方針案は承認された。

                                           行政的課題専門合同委員会議事録より   10月20日（会場　日住協）

                                                      （公社）道マンション管理組合連合会松本常務理事出席

　議題　①　水道メーター器無料化要望の件                

　　　水道メーター器更新は行政により、有償問題は地域でまちまちである。この状態は全国各地での散

　　見される状況から、無料化要求を全管連名で条件を整理し、理事会で決定した上で、有償の場合は各

　　行政に要求していく方針で確認された。

　

　議題　②　固定資産税免税の問題

　　イ． 小規模住宅用地において

　　　　戸当たり200㎡を超えるマンション専用部分はほとんどないのに、１/６の戸建て住宅なみの軽減

　　　がないのは不利である。

　　ロ、再建築価額方式において

　　　　共用部分としての共用廊下は一般公道と同じと考え、居住者が税負担するのはおかしいと訴える。

　　ハ、建物の減価償却期間の問題点

　　　　木造30年の80％＝24年、鉄筋60年の80％＝48年が不当との根拠に対し、マンションは大規模修繕

　　　の実施等で維持コストがかかっているので、償却期間を減らす理由となる。

　　ニ、マンション固有の特例として減免要求

　　　　マンションは私有財産だが、社会資産等から特例として固定資産税の減免を要請することについ

　　　て、この件は、津波等への緊急避難ビルにマンションが指定されることで、特例として固定資産税

　　　減免を訴える根拠とする。

第65回 全管連代表者会議
東京・亀戸文化センターで10月21日開催

次ページへ続く



　反論意見　ロ、再建築価額方式においては

　　　全管連として行政に訴えるとき、共用廊下という共用部分と専用部分とは共同住宅というマンショ

　　ンとして一体であるとの根拠から、共用部分廊下電灯を専有部分なみの電気料金体系で電気料金を下

　　げろと主張し、一方固定資産税では同じ共用廊下を一般公道と同じ一体とせずに課税減額を主張する

　　のでは理論が矛盾で整合性がとれず論理展開ではねられる。

　反論意見　ハ、建物の減価償却期間の問題点は

　　　建物減価償却期間短縮要求も、マンションの鉄筋と戸建ての木造構造と償却期間を比較する自体の

　　論理がおかしい。

　　　全管連としてマンションの長寿命化を訴えている団体が、鉄筋構造の償却期間を木造なみに税金の

　　減価償却を減らせば自己矛盾する。

 　 　イ、住宅小規模用地１/６問題は、事実関係確認がまず前提

  　　ロ、集会室が町内会の施設に準じて、地域的に貢献していると減免となった例

      　　実際に減免された例もあり、避難ビル等で固定資産税減免を訴えることに賛同が得られ集約さ

　　　　れた意見となった。

　結論として、小規模住宅用地の１/６問題は、マンションの事実関係確認が必要。

　　　津波避難ビル等に認定されたときに減免などに対しては、別事例もあり今後の固定資産税の課題と

　　する意見に集約された。

      また、小規模住宅用地と再建築価額方式については整合性がなさすぎるとして、訴えの根拠から省

　　くことになった。

　道労働局によると、１年前から建設業関連は、有効求人倍率が極めて高い数値を示

されている。しかし、若者の就職不足によって、技術者らの高齢化が進行し、人材不

足が一層懸念されている。

　特に、東北地方での東日本大震災復興工事の本格化や、大型補正に伴う工事発注な

どにより、ことしに入って技術者・技術的職業、建築・土木・測量技術、建設・採掘

業・型枠大工・左官・建設作業員・電気工事・配管工、たちが道内から出向されてい

る。求人倍率でも型枠大工・とび工は4.13倍、建築・土木・測量技術者は3.82倍と

高く建設・土木作業員や警備員も２倍を超えていると伝えられている。

  こうした状況から道内は今後も技術者・技能者不足が益々深刻化する可能性が高く、

建設・建築資材の不足や高騰、消費税増税、更には2020年東京オリンピック開会に

向けての建設工事などか絡んでくることからマンション改修繕工事等はここ数年は深

刻化してくると思われるが焦らず慎重な対応が求められる。

道内建設業関連
 人手不足 マンション改修繕工事に深刻（顕著）

－５－
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　大震災の経験から、行政であれ、企業であれ、地域であれ、その場の指揮を誰が執るかによって

救援・救済のリーダー役が重要だ。

  災害時にはマニュアルはなにも役にたたない。大事なのは、いち早く誰が指揮を執ってくれるかだ。

  倒壊家屋に埋まった人の救出にかかわったが、「命を救うのは１日目が勝負」。そのためにも地

域で助け合うのは、自主防災は欠かせないと強調して話された。

  亡くなった人の多くが倒壊による圧死だった。「古い市街地や、危険な場所も含め再開発こそが

重要だ」と行政に語りかけていた。

  

　被害者アンケート   ★ 被害で一番困ったこと ★

  　１．トイレに流す水　　２．飲水、食料の不足　 ３．電 話 の 不 通

　地震への心構えとして、いざというときの連絡網や避難場所確保等をきちんと認識しておくこと

が大事だとくくられていた。自主防災害訓練には参加して、体験を生かせる行動こそが自分や家族、

更には地域に役立ち、緊急時には 「 備えあれば憂いなし」に生かされれば幸いと思いますと語ら

れた。

　   地 震 の 心 得                   　   家具の固定方法と配置の工夫

 １．まず、わが身の安全。               　１．大きな家具は金具などで固定。二段重

 ２．すばやく火のしまつ。                   　ねの家具は連結する。

 ３．戸を開けて、出口の確保。          　 ２．固定が難しい場合は「つっぱり棒」など

 ４．火が出たら素早く消火。                　 で工夫する。

 ５．慌てて外に飛び出さない。           　３．食器棚は、「ガラス飛散防止フイルム」を

 ６．屋外では狭い路地、ブロック塀、         　貼ったり、食器が飛ばないようにする。

     自販機に近づかない。               　４．家具の上に重い物や人形ケースなどを

 ７．山崩れ、崖崩れ、津波に注意。          　 置かない。

 ８．避難は徒歩で、荷物は最小限に。     　５．出口をふさがない、寝ている所に倒れ

 ９．みんなで協力しあって応急救援。         　ない配置にする。

 10. デマに注意し、正しい情報を得る。  　 ６．家具は窓ガラスやストーブのそばから

                                           　 離す。

★災害に大事なのは自主防災★

阪神・淡路大震災に
  携わった体験者が語る
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 H  5   北海道南西沖地震   M７.８�  H16   新潟県中越地震    　 M６.８

 H  7   阪神・淡路大地震   M７.２�  H20   岩手・宮城内陸地震  M７.２

 H15   十 勝 沖 地 震        M８.０�  H23   東日本大震災           M９.０

マグニチュード（M）は、地震のエネルギーの大きさを表す

最近の主な地震
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　災害発生時に地域住民が敏速に避難行動が取れるように、国土地理院が作成すると発表

　避難所などを地形図に表示するための地図記号を作成する。住民が普段から最寄りの避難場所などを地

図で確認できるようにすることと、防災関係機関が避難誘導や初動体制構築を敏速にするための一助にし

するためとされている。

　内閣府の防災担当では共同で避難所などの経緯度を取得し、電子地形図や電子国土Ｗｅｂ上で閲覧でき

るようにする。

　また、総合防災情報システム上でも活用できるようにする。作成については、有識者や地域防災関係者、

記号デザインについて意見を聞き、地図記号を見た人が直接的に避難所などの防災拠点であることを理解

できるようにする。

個人情報保護法について  プライバシーポリシーの留意点

取得する個人情報の範囲について

  　◆管理組合は、名簿に記載するための住所、氏名、緊急連絡先、生年月日など、活動に必要な個人情

　　　報の範囲を定めて、適正に個人情報を取得する。

　◎利用目的について

 　 ◆管理組合は、下記の目的の範囲内で個人情報を利用する。

    　・管理組合等の活動のため

    　・相互の親睦のために名簿を作成・配布するため

    　・会報を送付するため

    　・緊急連絡のため

    　・地域住民の相談に応じ、必要な援助を行うため

　◎第三者への提供について

 　 ◆管理組合などは、以下の場合を除き、本人の同意を得ずに第三者に個人情報を提供しない。

     　・人の生命・心身又は財産の保護に必要な場合

     　・公衆衛生・児童の健全育成に必要な場合

     　・国、地方公共団体に協力する場合

     　・その他法令に基づく細やかな場合など

　◎管理について

  　◆管理組合は、個人情報を安全な場所に保管し、保管の必要がなくなった情報は、裁断、破棄するな

　　　ど、漏えいや紛失等の事故が起きないようにつとめる。

  　　このため、個人情報の管理担当者を定め、名簿など組合員等に配布する個人情報については、各組

　　　合員等に対し、外部の者に渡って営業活動に利用されることにないように周知する。また、最新か

　　　つ正確な状態に保つようにつとめる。

　◎連絡先の明記

  　◆プライバシーポリシーには、管理者等の連絡先を明記すること。

    　（例）電話、FAX、メールアドレス等

避難所地形図の地図記号をつくる避難所地形図の地図記号をつくる 国土地理院
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私たちのマンション管理の原点は

「現場第一主義」にあります。
常にお客様の要望に耳を傾け、
一つひとつ丁寧に応えていくことこそが、
真の管理会社の使命です！

全道420棟、18,200戸
（全国8,200棟、387,000戸超）

の管理実績で得た管理経験とノウハウが
私たちの財産です！

管理組合様が必要とされる業務を選択して委託することも可能です。
①会計業務　②理事会・総会支援業務　③管理員業務

④清掃業務　⑤建物設備管理業務　等

平成25年11月1日、旭川出張所を開設いたしました！

日本ハウズイングは、管理組合様のニーズ
　に合わせて管理業務をサポートします。

マンション管理業　国土交通大臣(3)第030085号

日本ハウズイング株式会社
札 幌 支 店 〒060-0807　札幌市北区北7条西1丁目1-5 丸増ビル№18　11階
旭川出張所 〒070-0031　旭川市1条通8丁目542-4  一条緑橋ビル6階
【加盟団体】(一社)マンション管理業協会会員　(公社)北海道マンション管理組合連合会賛助会員 他
【道内の管理実績エリア】札幌/旭川/函館/小樽/帯広/江別/北広島/千歳/恵庭/ニセコ

ご相談は無料 →
お気軽にお問合わせください

(札 幌 支 店 )  011-746-7611
(旭川出張所)  0166-29-3700
E-mail sapporo2@housing.co.jp　　URL http://www.housing.co.jp/

 

ＩＳＯ９００１・１４００１ 認証登録

昭和５年創業 空調・衛生・総合設備企画

ＴＥＬ　726-1152　ＦＡＸ　726-1150札幌市北区北１２条西３丁目１番１０号

拠点～旭川、函館、釧路、美幌、帯広、千歳、北広島、苫小牧 　http://www.ikedan.co.jp 

池田煖房工業株式会社

マンション給水・排水設備リニューアル工事の事ならお任せください！

 
国土交通省「新技術活用システム」NETIS

赤錆防止装置 業界唯一登録
国土交通省 新技術活用システム（NETIS）登録済（№KT-100072)

〈販売代理店〉 旧 ㈱ライトストック

株式会社 松井ビル 環境事業部

札幌市中央区南１条西５丁目17-2

プレジデント松井ビル 100　7階
TEL 011-211-1819  FAX 011-207-8008



－９－

  　　　平成25年度  第２回　西・手稲地区連絡協議会
　        　日　時　平成25年10月28日（月）午後18時30分～21時

  　　　　　場　所  はなの舞　琴似店

　　　                                                 地区連絡協議会会長  平川　登美雄　

　北島幹事長の司会による開会宣言

　会長（道マンション連合会　専務理事）の挨拶

　第２回目の協議会参加への感謝、また　本日は少し趣向を変えてざっくばらんな気楽な協議会として、

管理組合で普段抱えている事柄などの意見交流をはかってみてはと思い本席に当連合会の松本常務理事と 

馬場相談員を同席していただいておりますので、くったくのない交流会になりますようにと、開催挨拶が

された。

　参加者の（管理組合・参加者）紹介があって　

　

　「電気料金削減対策についての事例発表」

　　　　ドミール山の手管理組合　相談役　宮前克宏氏から

　１．導入までの経緯

   　 昨年の地区協議会で施工会社の説明を聞き、直ちに調査を依頼した。その結果業者の作成したシュ

　　ミレーション（導入費用735千円→約26ヶ月で償却可能）を検討し、導入を決定。

　２．①　動力系電気＝負荷設備契約から主開閉器契約の変更（21ｋｗ→11ｋｗ）

                  　　電子ブレーカーの利用による基本料金の削減

   　 ②　電灯系電気＝ほくでんのｅタイム３への契約変更（深夜電気料の活用）

                  　　メーター交換と蓄熱暖房機の設置工事が必要

　３．導入結果（電気料の前年比……９ヶ月分の計算）

                 　　 前年769千円→本年457千円　減額約312千円　約40％削減

　「会員拡大」地区協議会会長から説明

　・道マンション連合会の昭和59年～本年９月までの会員・賛助会員数の推移の報告

　・西・手稲地区協議会の現状（昨年比４組合の減少）報告

　・特に、加入あるも退会が多く、その防止策が急務であり、コミュニケーションある協議会としたく、

　　次回地区協議会で具体策を再検討したいと述べられた。

　各管理組合との意見交換

　・玄関ドアの自動ドアへの変更についての実例照会

　・理事会開催に際し管理会社の出席がないことについて他の管理組合の実情

　・役員が１年交代なので、すべてを管理会社に依存しているが、出納面での留意点は？

　・小修繕などの実施には管理会社へ見積を依頼しているが、これでよいのか？また管理組合が直接契約

　　すべきか？

　・マンションと町内会の関係についてなど意見交換や馬場相談員の助言があり、連合会本部との交流な

　　どについても有意義な協議会となった。                                  　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（協議会記録簿より）
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北海道警察生活安全企画課より
                  被害防止について
北海道警察生活安全企画課より
                  被害防止について

  犯罪通信より
　道内における強制わいせつ事件の認知件数は178件（７月末）で、昨年より増加しております。

　今年の傾向として夜間に帰宅途中の社会人が被害に遭う事件が増加傾向にあります。発生場所も帰宅途

中の路上での被害のほか、帰宅時にマンションの共同玄関やエレベーターホール等で被害に遭う事例が多

く認められます。

　マンションの管理会社や理事役員の皆様におかれましては、マンション連絡書や掲示板等で女性居住者

に対する被害防止策をお願いいたします。

  侵入盗難対策より
　ドアガード（ドアアーム）やドアチェーンを鍵と思っている方はおりませんか？

　誤解されている方も多いようですが、ドアガード等は旋錠設備ではありません。製品によっては、いと

も簡単に破壊されることがあります。

　被害防止策の基本は鍵かけです。                                          

　在宅時であってもドア本体の鍵を確実にかけ、可能な限り補助鍵も併用して被害を防止してください。

                                        　　　　　犯罪抑止対策係　梅田秀典氏の防犯通信より

自主防犯活動　　振 り 込 め 詐 欺　　手口にご用心

　◆「携帯電話番号が変わった」と連絡がある。次に「すぐにお金が必要」と言って信販会社に電話をさ

　　　せる。           

　◆  理由は、「株等の失敗による借金の返済」「交通事故の示談金」「弁償代」など。

      ★他人に相談しにくい内容。

　◆  振り込みとして銀行、郵便局などの口座番号を教えてくる。

      ★ほとんどが本州の口座、個人名義。

　◆　警察官や弁護士と名乗り、「示談」「仲介」などと説明される。

      ★落ち着いた話しぶり、時として専門用語を使う。

　◆　電話、電子メール、郵送等で身に覚えのない架空の請求がある。

      ★個人情報の流出に注意。

　◆　社会保険事務所や自治体の職員を名乗り、払いすぎたお金が還付されるかのように偽り、携帯電話

　　　で言葉巧みに現金自動受け払い機（ATM）を操作させる。

      ★気付かないうちにお金を振り込んでいる。

　　　　◎　自分から名乗らない、携帯番号は絶対に教えない。

　　　　◎　電話を一旦切った後、必ず本人家族に連絡して確認をする。

　　　　◎　電話番号が変わったと言われても、元の番号に電話確認をしてみる。

　　　　◎  身に覚えのない請求には、こちらから連絡しないこと。

　　　　◎  振り込む前に電話番号を確認し関係機関に問い合わせをしてみる。
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マンション管理基礎セミナー　江別市民会館で開催

　平成25年11月９日（土）   

  主催　北海道・江別市・（公社）北海道マンション管理組合連合会

  江別市建設部建設指導課　石原係長の開催宣言で13時30分より開始された。

  第１講話　『マンションの耐震化』について
　　　　　　　　　　　　　　　　講師　北海道住宅局建築指導課　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理指導グループ主査　北  川  信  之 氏

　耐震診断はお済みですか？

　マンション耐震改修の要件が緩和された平成25年５月29日に耐震改修法が改正され11月25日に施行さ

れた。耐震診断と必要に応じた耐震改修の努力義務が創設された。

　耐震改修の必要性（昭和56年５月31日以前築マンション）確認を受け、大規模な耐震診断を行おうと

する場合の決議要件が３/４から建物認定を受けた物件については１/２に緩和されたことにより、区分

所有者間の合意形成を図りながら、具体的な取組みを進める必要性が安易化されたことでもある。特に

注意が必要なマンションは、昭和56年５月31日以前に建築確認を受けた、コの字型Ｌ字型など、ピロ

ティー、ＳＲＣ（鉄骨鉄筋コンクリート)とＲＣ(鉄筋コンクリート）が混在造マンション。

　第２講話　『総会運営のススメ』
          　　　　　　　　　　　講師　（公社）北海道マンション管理組合連合会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談員・マンション管理士　馬  場  将  史 氏

　通常総会の通知内の〈議決権行使・議題予算部分〉についての

　　質問１：総会時の委任状だけで駄目なのか、議決権行使書の通知書も必要か ？

     　　　 議決権（議題内容）行使は、組合員の権利、総会に出席できない場合の、ご自分の判断を

　　　　　　示すものです。管理組合ごとの規約にもよります。

　　質問２：予算表を組んで、その物件を施行するとき価額変動が合った場合はどうするか？

      　　　その時の状況に合わせて理事会の判断承認説明でできる件と、積立金会計での多額の差が

　　　　　　出た場合は、所有権者の理解を得ることが必要とされる。

　第３講話　『長期修繕計画の作成と見直し』
　　　　　　　　　　　　　　　　講師　（公社）北海道マンション管理組合連合会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一級建築士・マンション管理士　伊  藤  信  夫 氏

　当、連合会「長期修繕計画作成見直しマニアル」要保存。等も参照しながら維持、保存、管理、全体

で四つの管理がある。

　①　日　常　管　理　　１．会計収支　２．管理員　３．清掃　４．建物・設備（小修繕）

　②　計　画　管　理　　１．年度管理　２．大規模修繕（長期修繕計画）

　③　定　期　管　理　　１．法定管理

　④　臨時の維持管理　　台風、地震、故障、事故等の仕訳説明がなされた。
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　マンションは、共同生活に対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有者の集合体であり、
その合意形成（総会決議）のあり方が重要になります。
　毎年、総会に関する相談が多いことから、今回、今後の総会の準備の参考として、再度、その進
行要領と議長の役割をテーマとしました。

  総会に関する規定も管理規約にあり、以下、標準管理規約の通常総会に関連する規定です。

① 総会は、理事長が招集する
② 総会の議長は、理事長が務める
③ 総会の招集は、少なくとも会議の開く日の２週間前に通知を発する
④ 組合員は、書面（議決権行使書）又は代理人によって議決権を行使することができる
⑤ 組合員及び代理人は、代理権を証する書面（委任状）を理事長に提出しなければならない
⑥ 総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない
⑦ 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する
⑧ 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の４分の３以 
　 上及び議決権総数の４分の３以上で決する。（規約の制定、変更又は廃止等）
⑨ 建替え決議は、組合員総数の５分の４以上及び議決権総数の５分の４以上で決する。
⑩ 書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
⑪ 総会においては、第４３条第１項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議するこ
　 とができる。
⑫ 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する２名の総会
　 に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。

　　以下、総会進行要領の参考例です。（標準管理規約に準じています）
　１　総会開催の辞（司会者より）
　　　ただ今より、……… マンションの平成　　年度　　　総会を開催します。
　　　本日の司会進行役をさせていただきます　　　　　です。よろしくお願いいたします。
　２（司会者より）それでは、議事に先立ちまして、まず理事長からご挨拶をいただきます。
　　　理事長挨拶　…………………　
　３　議長の確認（司会者より）……上記②
　　　それでは、総会次第にそって進行させていただきます。
　　　当管理規約　条　項により、総会の議長は、理事長が務めることになっていますので理事長
　　にお願いします。
　４　総会の成立宣言（司会者より）……上記⑥
　　　本総会の成立について、総会の受付をお願いした　　理事より、組合員の出席状況について
　　お願いします。
　　　　　理事より、説明。
　　当組合の総組合員数　　　　　　　名　総議決権数　　　個
　　本日のご出席組合員数　　　　　　名　議決権数　　　　個
　　議決権行使書による出席数　　　　名　議決権数　　　　個　……上記④
　　代理人による出席数　　　　　　　名　議決権数　　　　個　……上記④⑤(委任状数の確認)
　　（内、理事長への委任数　　　　　名　議決権数　　　　個）
　　以上、総出席者数　　　　　　　　名　議決権総数　　　個　……上記⑥⑩

　・当管理規約第　　条第　項に、総会の成立は、議決権総数の半数以上（　　　　個以上）の組
　　合員のご出席が必要ですが、ただいまご報告しましたとおり、議決権合計　　　個のご出席が
　　ありますので、本総会は、適正に成立し、決議された内容は、有効となります。

総会の進行要領
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５　本総会の議事録署名人の指名について……上記⑫

　（司会者より）議事録署名人については、当規約第　条第　項により、「議長及び議長の指　

　名する出席した組合員２名」となっておりますので議長より、ご指名ください。

　（議長より）　　　号室　　　　さんと　　　号室　　　　さんにお願いいたします。

　（司会者より）　　　号室　　　　さん、　　　号室　　　　さん、よろしいでしょうか。

　　ご了承いただきましたので、それでは、ただ今より本通常総会の議事に入りたいと思います。

　　本総会は、あらかじめ通知した議案のみの議事となります。……上記③⑪

　　あと、議長、よろしくお願いいたします。

６（議長より）それでは、第１議案の議事に入りたいと思います。

　（議長より）議案の趣旨説明、さらに、必要に応じて、担当理事より詳細について説明する。

　（議長より）質疑応答に入る旨、宣言し、「どなたか、ご質問、ご意見はありませんか。」

　（議長より）一応の質疑応答が終了したら、決議に入る旨、出席者へ確認し、宣言する。

　　　　　　（あわせて、本議案の議決要件……上記⑦⑧⑨の説明も必要）

　　出席者（代理人も含む）の賛成、反対、棄権を数え、議決権行使書の賛成、反対、棄権の数、

　また、いわゆる白紙委任状における賛成数を発表し、合計賛成数を発表する。（白紙委任状の

　取扱いには注意が必要）

　　そして、普通決議事項（……上記⑦）の場合、上記賛成数が過半数に達している場合、「本

　議案は、過半数に達しましたので、承認可決された」旨、宣言する。

　　特別決議事項（……上記⑧or⑨）の場合、例えば、規約改正議案では、議決権数だけではな

　く、区分所有者（組合員頭数）も４分の３以上の承認が必要であり、議決権数だけでなく、組

　合員数の結果も発表する。

７　以下、各議案も同様に議事を進行する。

８　最後に、

　（議長より）以上の議案をもって本　　総会の議事が、終了した旨及び総会の閉会を宣言する。

　（司会者より）退場の案内を行う。

　総会のあとは、その議事録を作成することになり、以下、標準管理規約の規定です。

（議事録の作成、保管等）

第49条　総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。

   2　　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する２名　

　　　　の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。

   3　　理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、

　　　　議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、

　　　　場所等を指定することができる。

   4　　理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

　　議事録作成は、管理会社との委託関係からは、一般的にその素案の作成は、管理会社ですが、

　作成義務は、あくまでも議長であり、理事長になります。

　　また、組合員、利害関係人の閲覧も想定して、その記載内容は、組合員等のプライバシーに配

　慮が必要です。

　

　　総会は、管理組合の最高意思決定機関であり、ここでの決定事項を有効なものとするためには、

　分かりやすい議案の作成と適切な総会運営である必要があり、参考としていただきたいと思いま

　す。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談員　馬場　將史

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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（札幌市）さつぽろ孤立死ゼロ推進センター

　一人暮らしの高齢者などが自宅等において亡くなり、死後長時間経過してから発見される事案が近年、

新聞等に数多く取り上げられている。                            

　このような死は、本人の尊厳を損ねるとともに、親族や近隣住民に与える精神的、経済的な影響が大き

いことが問題となっている。                                             

　

　「孤立死」や「孤独死」という表現がマスコミ等で用いられている例が多いが、これらについての明確

な定義はない。                                             

　一般的に「孤独死」とは、普段は家族や地域住民、見守り関係者などとの交流がある中でも、自宅など

で疾病により一人でなくなった場合に使われるケースが多く、一方「孤立死」は普段から周囲との交流が

なく、社会や地域から孤立している状況の中で、自宅などで誰にも看取られず一人で亡くなり、死後、長

時間放置されていた場合に使われるケースが多い。                                    

　札幌市は、高齢者への見守り活動などの取組によって防止すべきものは、「孤立死」であるとの考えの

もとに、従来からこの言葉を使用しており、今後も使用していくこととする。

　　「孤立死を」重点　　　　　　　　　　　　　　　　 「孤  独  死」

　 周囲との交流がなく、地域から孤立している　　　　家族や地域住民、知人などとの交流がある中

 　状況の中で、自宅等で誰にも看取られず一人　　　　でも、自宅などで疾病等により一人で亡くなっ

 　で亡くなり、死後、長時間放置されていた場合。　　　 た場合。

（１）孤立死化させないための取組

　　○住民組織やマンション管理組合などへの孤立死防止に向けた普及啓発活動。

 　 ○見守り活動として、町内会や福祉のまち推進センターが行う取組のほか民生委員による一人暮らし

　　　高齢者への巡回相談、老人クラブなどが行う事業への参加。

 　 ○仲間づくり・居場所づくりの観点から「ふれあい・いきいきサロン」や各種サロン活動の取組など

　　　がある。

　　○公的なサービスを中心とした各種保健福祉サービス（例えば介護保険による介護予防事業を利用）

  　○地域ボランティアをはじめとした社会参加の機会創出などもある。孤立死防止に向けては、このよ

　　　うなさまざまな取組を総合的、重層的に利用、活動してもらうことが効果的と考えられる。

（２）孤立死に至らせないための取組

    　一人暮らしの高齢者等が、自宅等で誰にも看取られずに死亡することを完全に防止することは困難

　　である。しかしながら、上記の取組を複合的、重層的に高じることで、万一高齢者等が一人で亡くな

　　るケースが発生した場合でも速やかに発見されるなど、効果として孤立死を防ぐことが期待される。

（３）高齢者に対する主な見守り・安否確認等の方法

　　　主な見守り、安否確認等の方法を高齢者の「見守り等の支援の必要性」とその「利用意向の有無」に

　　により、その区分に応じて、どのような見守り、安否確認の方法があるか整理すると以下のとおりで

　　ある。

　　○見守り等の支援は必要ないが、自分の居場所（仲間づくり）を積極的に求めたり、各種サーピスを

　　　積極的に利用する高齢者」。

孤立死と孤独死の定義
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安心が、いちばん。安心が、いちばん。
安心・快適なマンションライフのために。
道内シェア最大級のＭＭＳがお手伝いします。

ＴＥＬ：(011）232－2588     FAX：(011）232－2638
HP：http：//www.mms-jp.net  E-mail：management@mms.po-jp.com

本社／札幌市中央区南1条西4丁目20　      東京本社／東京都港区虎ノ門3丁目7-12  

支社／小樽 旭川 苫小牧 函館 道東 東北 秋田 新潟　 事業所／帯広 北見 江別 岩見沢 千歳 広島 福岡

設備メンテナンスいつでもご連絡を

株式会社 富士クリーン
札幌市東区本町1条8丁目1-22
TEL 011-780-2511   FAX 011-780-2514

排水管清掃、貯水槽清掃
ポンプ取替工事と点検整備
配管工事全般、給排水管更新工事



　札幌市の人口動態を見ると、生まれる命よりも

お亡くなりになる命が多いのです。しかし、他の

地域から移り住む方が増加していますので、結果

として約7,200人増となっています。この人口増

もあと数年でピークとなり以後減少が予想されて

います。しかし、65歳以上の人口は間違いなく増

加し世帯人数は限りなく一人に近づいていますか

ら、この事が主な要因となる様々な問題が起きる

ことが懸念されています。例えば、高齢者に限っ

たことではありませんが、孤立死や孤独死が増え

ることが予想されていますし、認知症の方が増え

ることにより、徘徊であらぬトラブルが起き、今

正に現実の問題になっている管理組合もあるので

す。更に深刻になっているのは、最近の幼児虐待

のニュースには大いに心を痛めていますし、高齢

者への虐待も増加する傾向にあると言われ、その

背景にはその家庭の経済状況の悪化もあるのかも

しれませんが、老老介護の現実を突きつけられれ

ば何とも虚しいやるせない現実に直面するのです。

１）孤独死、孤立死の定義

　　孤独死とは主に一人暮らしの人が誰にも看取

　られる事無く、自分のお部屋等で暮している中

　で突然に病気等によって死亡する事をさしてい

　ますが、特に病状がいちじるしく悪くなっても

　助けを呼べずに亡くなっている状況をいい、孤

　立死という場合もあります。孤独死に対しては

　法的に明確な定義はなく、警察の死因統計上で

　は変死に分類されています。

２）社会的に取り上げられたのはいつから

　孤独死・孤立死は全国で約2万数千人から3万

人余り、その内30％～35％は中年（64歳以下）

孤独死であり、一人世帯が多くなったことを思

えば、年齢に関係なく誰しもがその当事者にな

る可能性があります。最近は自殺より多いので

はないかという推測もされています。なお、社

会問題として孤独死や孤立死がクローズアップ

されたのは、そんなに古いことではなく、概ね

2000年（平成12年）頃からです。

３）孤独死・孤立死を招き易い主な要因

　①世界に類がない速いスピードで進む高齢化

率の上昇。②配偶者の死別等で一人家族の増加

と高齢者夫婦の増加。③隣近所との関係が希薄

であり、かつ無関心。④失業やリストラの増加

で経済的に不安定で心の不安定にもなっている。

⑤年金の分割支給が可能となり熟年離婚の増加。

⑥身内が近所にいない、いてもつき合いが希薄、

かつ友人がいない。⑦町内会にも加入せずその

地域のコミュニティーに馴染むことができない。

⑧持病と言われる慢性疾患もっている。なお、

男性は大変な状態になっても「自己責任」の観

念が強いのか、SOSを発してくれない傾向であ

り、女性の二倍以上孤立死を起こしやすいと言

われています。

４）核家族化も変化

　いつの頃からか、少子化や核家族化が話題に

なり、今現状を見れば自分自身を含めて子供は

一人か二人、その子供が成人しても未婚、これ

では家族の輪が広がるどころか縮小の一途であ

り、子供の頃は両親と兄弟がいて、かつ祖父母

が同居していましたから、アクシデントあって

も誰かが世話をしてくれる、看取ってくれる場

合が多かったのです。その家族の全てが肉親の

死を目の当たりにして悲しむことにより、いつ

かは訪れる逃れられない死を厳粛に受止める気

持ちが育まれてきたはずです。最近は自宅で死

を迎えても看取る人がいない（孤独死・孤立死）

とか、そもそも自宅以外で最期を迎える例が多

くなり、人の死を実感として身近に捉え難い日

常になり、核家族化も変化しています。

講演事例より

■　■　■「孤独死について考える」■　■　■

H25年11月
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 ５）孤独死防止の意識確認

　最近は、分譲マンションで孤独死があっても

それが敢えて珍しいことではありませんから、

よほど特徴的なことでもなければ、世間に報道

されることはありません。あくまでも管理組合

内だけのローカル的事件に過ぎないのです。し

かし、管理組合としてはその予備軍も多数控え

ていることを思えば、何らかの対策を講ずるこ

とが必要であり、そこで居住者の誰が何を望ん

でいるか、困りごとを抱えているのかを把握し

ようと、そこでアンケートを実施するのですが、

その質問の内容や問い方によって回収率は違っ

てきますので工夫が必要です。この様な調査で

は50％を超えることは難しいようです。

  なお、少世帯ほど回収率は高くなる傾向です。

６）管理組合としてなにができるの

　最近は管理組合が積極的に茶話会や談笑会、

敢えて言えばサロンを設け、居住者同士の接点

の場として運営しているようですが、是非参加

していただきたい方々全てが来られるかといえ

ば、中々思惑通りに事ははこびません。当方の

マンションは203世帯ですが、第２・第４火曜日

に開催して参加登録者は17名全員女性で毎回10

名前後の出席です。もう少し輪が広がって欲し

いのですが、高齢になるほど人と接することを

避ける方がいるのも現実であり、自ら何らかを

発信してくれなければ、他の居住者から忘れら

れてしまう存在になっていることに気付いても

らいたいのです。

７）積極的に見守りを実践

　ある管理組合では、特に一人暮らしの高齢者

を積極的にリストアップして、管理員さんと連

携して、見守り体制を整えています。エントラ

ンスを通る度に管理員さんが声を掛け、何か普

段と異なることに気付いたときは早速理事長に

報告するのです。今ではその方々がどのような

病気でどこの病院に通っているかを確りデータ

として記録しています。先日も管理員さんから

の情報を得て、理事長が S婦人のお宅を訪問し

てお話を伺い、名簿に記載の緊急連絡先の息子

さんに近況をお伝えして、結果として当マン

ションを退去した例もあります。

８）電話による安否確認システム

　医療機関のパソコンの設定に従って、あらか

じめ決めた時刻に対象者宅に自動的に電話がか

かり、録音されたメッセージが流れ、その対象

者が受話器を取り、指示に従い電話機のボタン

を押すことで、その方の体調等が医療機関のパ

ソコンの画面に表示されるシステムで、その方

の健康状態が医療機関に常に把握されることで

内容の濃い見守りを行っていますが、どこの地

域でもできることでは有りません。この様な電

話機を使用したシステムとして内容が違います

が、既に警備会社等でも構築しています。あく

までも契約は個人であり、当然に有料です。

９）理事と管理員さんの協力

　普段から、特に見守りが必要とする方に対し

ては、ベランダの洗濯物やカーテンの具合、郵

便受けのチラシや新聞のたまり具合の確認等、

特にベランダの件は５階程度では可能ですが、

それ以上になるとその立地条件によっては確認

が難しくなります。なお、そのために管理組合

として双眼鏡を用意するのも方法です。更に当

事者の協力を得て今日は問題なく在室している

旨の札をドアにぶら下げ、それを管理員さんが

定期的に確認する方法は初期投資の少なくでき

る方法の一つです。

10）命より大切な個人情報等はない

  あるマンションの「居住者台帳届出用紙」に

は（血液型、車いす使用の有無、自力での避難

が困難か、常用している薬、飲んではいけない

薬、かかり付けの病院、担当医師、緊急時連絡

先の電話番号と携帯番号等）の情報を提供して

もらい、その情報を得て緊急時にどう対処する

か体制を整えています。この提出率は85％だそ

うです。届出情報の内容がもう少し簡素にして

100％の届出を実現している例もあります。結

局管理組合と居住者との信頼がなければ提出し

てもらえないのです。

 総括　孤独死・孤立死は完全に防ぐことはでき

　ません。そもそも、そのような死に方を否定し

　ても選択はできません。死を安心して迎えるこ

　とができるとは、死を見取ってくれる方がいる

　のが理想ですが、死を迎えたときに、そのこと

　をできるだけ早く発見してくれることなのです。

　その安心を担保するために、管理組合が知恵を

　絞り、まだまだ手探りとはいえ、それなりの対

　策を講ずる努力が必要です。

　　　　　

　　公益社団法人北海道マンション管理組合連合会

　　　　　　　マンション管理士　祝田　義男
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曲堀　幸和産業株式会社
〒003-0807 札幌市白石区菊水7条3丁目7番16号

0120-918-072

ハウスクリーニングのご相談はこちらまで !

http://www.pikka-pika.com/m/

---- 分譲マンション管理会社が贈る ----

ＴＥＬ (011) 376-1610     FAX  (011) 376-1611

きれい・まごころ・安心のハウスビューティーサービス

マンション改修に関するご要望に 
何でもお応え致します。  

特定建設業・

上原子塗装工業株式会社 
〒062‐0935 札幌市豊平区平岸５条６丁目２‐１５ 
ＴＥＬ８２３－５６７７  ＦＡＸ８２３－５７０４ 

ホームページ http://www.kamiharako-toso.co.jp/ 

  K
一級建築士事務所

市環境局

　ＬＥＤ照明器具購入市民で 6,000円以上が対象者で「ＳＡＰＩＣＡ（サピカ）］

　2,000円分の交付を受けられる。

★不安な電力事情を背景に、家庭で省エネに取り組でもらうとの趣旨から実施。

　申請方法は、市内店舗で購入した対象商品のレシートまたは領収書原本をＬＥＤ推進

　キャンペーン受付係りに郵送する。

★受付期間は12月28日までだが、予算4,000万円に達し次第締め切りとなる。

  送付先：060-0003 札幌北３条郵便局留め。問い合わせ（351）-1380まで

前年度に続き今年もＬＥＤ推進キャンペーンの申し込みを行っている
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ＴＥＬ ０１１－５９０－５１２６ 

ＦＡＸ ０１１－５９０－５１２４ 

お問い合わせ急増中！！
 

 

 

北海道ガス株式会社 エリア開発部    

          
 札幌市白石区中央１条２丁目１－５０   

 
 

 

環境にやさしく維持管理コストの低減にも貢献、マンション業界からも注目が集まっています。 

今年度切替１９棟！！ 

ロードヒーティングをガスに
大雪と灯油高騰、さらには故障や能

力の低下など。ガスならこんなお悩み

解決できます。

工事は簡単・見た目もキレイ！  

灯油暖房をガス暖房に 
送油設備や地下埋設タンクなど

の更新費用を考え、切替物件が 

増えています。

様々なニーズに対応！

 
セントラルヒーティングをガスに
灯油の給湯暖房ボイラーをガスへ。

 

エネルギーの将来性・環境性から

 

 

天然ガスをご検討下さい。 

 

 
 

 

検索 
■商品の詳細は｢住まいの窓ガラス情報サイト｣

ガラスワンダーランド

イ
ヤ
な
結
露
と
、
高
い
灯
油
代
に
さ
よ
う
な
ら
。

ガ
ラ
ス
の
取
り
替
え
も
、
あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ
り
ま
す
。

結
露
は
、
ほ
ん
と
に
イ
ヤ
な
も
の
。
お
掃
除
は
大
変
だ
し
、
気
分
も
ど
ん
よ
り
。 

真
空
ガ
ラ
ス
ス
ペ
ー
シ
ア
は
、
普
通
の
一
枚
ガ
ラ
ス
の
４
倍
断
熱
で 

結
露
を
し
っ
か
り
と
お
さ
え
て
、
実
際
の
冷
え
冷
え
感
を
や
わ
ら
げ
ま
す
。 

し
か
も
暖
冷
房
費
を
約
30
％
も
カ
ッ
ト
で
き
る
か
ら
、
節
約
も
ば
っ
ち
り
。

お
使
い
の
サ
ッ
シ
も
そ
の
ま
ま
使
え
て
、
取
り
替
え
簡
単
な
窓
ガ
ラ
ス
で
す
。 

　
　
　
　
　
　
　
　  

※
数
値
は
当
社
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
値(

札
幌
地
区
） 

http://glass-wonderland.jp/

日本板硝子北海道株式会社    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  TEL:011-370-3600

〒061-1274　北広島市大曲工業団地３丁目６番地３　FAX:011-376-4300
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相談件数一覧（平成25年８月～10月）

マンション連合会だより（第93号）
   発行責任者　会　　長　瀬野尾　嘉　明
   編集責任者　専務理事　平　川　登美雄

発  行　公益社団法人北海道マンション管理組合連合会
         〒060-0005
         札幌市中央区北５条西６丁目１－１北海道通信ビル３階
         電  話　011-232-2381　FAX  011-232-3721

区分所有法・管理規約

理事会・役員

管理組合の日常運営

総　会

管理組合と管理会社

大規模修繕工事の準備

会計・財務、税務、保険

その他

建物・設備の維持管理

管理費等の滞納

騒音・ニュ－サンス

駐車場

分譲会社・施工会社とのトラブル

マンションにおける事故

専有部分と共用部分の区分

長期修繕計画の作成・見直し

大規模修繕工事の実施

調査・診断の実施

マンション管理適正化法

ペット飼育

グレードアップ工事

義務違反者

修繕工事の設計

建物及び設備の点検

設計図書、修繕履歴等の保管

復旧、建替え

相談件数一覧   　　385件

50 

48 

42 

34 

34 

24 

24 

20 

16 

13 

10 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

3 

2 

1 

0 

0 

マンション管理適正化法 1.3%

調査・診断の実施 1.6%

大規模修繕工事の実施 1.6%

長期修繕計画の作成・見直し 1.8%

専有部分と共用部分の区分 1.8%

マンションにおける事故 1.8%

分譲会社・施工会社とのトラブル 2.1%

駐車場 2.1%

騒音・ニュ－サンス 2.6%

管理費等の滞納 3.4%

建物・設備の維持管理 4.2%

その他 5.2%

会計・財務、税務、保険 6.2%

大規模修繕工事の準備 6.2%

区分所有法・

管理規約 13%

理事会・役員

 12.5%

管理組合の日常運営

   10.9%

総　会

 8.8%管理組合と
管理会社
 8.8%

ペット飼育 1.3%

グレードアップ工事 1.3%

義務違反者 0.7%

修繕工事の設計 0.5%

建物及び設備の点検 0.2%

  道マンション連合会の事業活動の大きな柱である相談事業は、電話及び面談による相談をマンション管

理士３名による一般相談と、一級建築士６名による建物・設備についての技術相談を実施しておりますが、

平成25年８月から11月までの実績は385件となっております。

　相談内容は別表のとおりとなっておりますが、「区分所有法・管理規約」が50件とトップを占め、「理事

会・役員」が48件と続き、以下「管理組合の日常運営」の順となっております。

 
　◆　編　集　後　記　◆

　二十四節気によれば、11月に入ると７日が立冬、22日小雪、ひと月後の12月７日は大雪で22日は冬至。

厳寒と雪との戦いの日々がまもなく始まる。時の流れの速さを感じるのは自分だけなのだろうか、耐える

精神を覚えるのもこの時期なのかも知れない。頑張ろうと気を引き締める。

　「連合会だより」も昭和58年11月15日創刊号の発行から、組合員皆様方や賛助会員各位の応援を得なが

ら今回で93号発行にいたりました。従来の年２回から年４回に増刊することになり、より会員皆様と連合

会とが親しめるような記事にしていけるよう努めていきたいと思っております。

これからも、皆様方の頼りになる、マンション連合会だよりとして努力していきますので、

ご支援の程宜しくお願いいたします。


